
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｆ５－２１０５ 商品陳列かご 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ５－２１０Ｅ 全 商品陳列用具（床置かご型） 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ６－４４１ 収納かご 

Ｄ６－５１０ＤＣ 収納棚（かご状，桟状容器状棚あり） 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

商品陳列かご   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

○ かごとは、網目状の面構成をもち、（ワイヤーによる単純な枠を含む）、内部にものを収納できる凹型形状

をいう 

○ 床置きの商品陳列用具で網状のかごが単一あるいは複数連設されているもの。 

○ 商品陳列面が同心円上のラック型も含む。ただし、一面多段状のパンフレットラックはＦ５－２１０へあつめ

る。ラック型の場合、掛け具付きのものも含む。 

○ 単一かごの場合、床に直接置くもの。床置きでないものは、Ｆ５－２１０へ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

○ Ｆ５－２１０３ＡＢ（商品陳列用具・床置載置台型・陳列面凹型）には、陳列面が単一かつ凹面で、かご状で

ないもの。かご状になると、Ｆ５－２１０５（商品陳列かご）へ。 

○ Ｆ５－２１０４ＡＣ（商品陳列用具・床置棚型・支柱パイプ型）には、陳列面が複数のもの。陳列面が凹面か

つかご状であれば、Ｆ５－２１０５（商品陳列かご）へ。陳列面が凹面でも、網状でなければＦ５－２１０４ＡＣ

のまま。また、陳列面が網状でも、フラットであれば（凹状でなければ）Ｆ５－２１０４ＡＣのまま。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

カード用回転スタンド   

   

 

F5-2105 

登録 1166471 

ワゴン 

F5-2105 

登録 117188 

商品陳列具 

F5-2105 

登録 1150460 

商品陳列棚 

F5-2105 

登録 1171187 

商品陳列具 


